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大泉町賃上げ促進支援金交付事業の実施について

大泉町賃上げ促進支援金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。

１ 交付目的

町内の中小企業等の持続的な賃上げを後押しするため、群馬県のぐんま賃

上げ促進支援金（以下「県支援金」といいます。）の支給の決定を受けた町
内の中小企業等に対し、支援金を交付します。

２ 内容

交付対象者 次のいずれにも該当する者とします。
１ 県支援金の支給決定を受けた者であること。
２ 県支援金の支給対象従業員に係る事業所の所在地

が町内であること。
３ 町税等の滞納がない者であること。

交付金額等 交付対象者が申請する県支援金の支給対象従業員の

うち、町内の事業所に勤務する従業員１人当たり２
０，０００円とします。ただし、１交付対象者当たり
県支援金の各申請期につき８００，０００円を上限と
します。

３ 交付手続

支援金の交付申請 １ 県支援金の申請と同時に申請する場合

県支援金の受付期間に群馬県の電子申請により、
大泉町賃上げ促進支援金交付申請書兼請求書（様式
第１号。以下「申請書」といいます。）の各項目を
入力し、申請してください。

※大泉町へ別途申請は不要
２ 県支援金の申請後、あらためて支援金を申請する
場合
申請書に次の書類を添えて令和９年２月２６日

（金）までに申請してください。
ア ぐんま賃上げ促進支援金支給決定通知書の写し
イ ぐんま賃上げ促進支援金支給要綱に基づく支給
対象従業員一覧の写し

ウ 振込先口座が記載された通帳又はキャッシュカ
ードの写し

支援金の交付決定等 提出された申請書類の審査を行い、交付の可否を決

定し、大泉町賃上げ促進支援金交付（不交付）決定通
知書（様式第２号）により申請者に通知するものとし
ます。



2

支援金の返還等 交付対象者が、偽りその他不正な手段により支援金
の交付決定を受けた場合又は交付対象者の要件に該当
しなくなった場合は、支援金の交付決定を取り消しま

す。
また、既に支援金を交付しているときは、指定した

期限までに、その全部又は一部を返還しなければなり
ません。

その他 町は、群馬県の求めに応じ、申請書の記載内容及び
審査内容に関して情報提供を行うものとします。

４ 各種様式

申請書等の様式 １ 大泉町賃上げ促進支援金申請書兼請求書（様式第
１号）

２ 大泉町賃上げ促進支援金交付（不交付）決定通知
書（様式第２号）

５ 事業期間

期 間 令和８年５月２１日から令和９年３月３１日まで

６ 担当部署

大泉町役場経済振興課 電話０２７６（６３）３１１１


